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右
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一 

 



 

最
近
、
発
が
ん
の
疑
い
の
あ
る
有
機
塩
素
化
合
物
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
に
よ
る
水
道
水
源
用
井
戸

や
地
下
水
の
汚
染
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
今
年
四
月
、
厚
生
省
通
知
に
基
づ
い
て
東
京
都
多
摩
水
道
対
策

本
部
が
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
実
態
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
立
川
市
内
七
ヶ
所
の
給
水
栓
口
の
一
ヶ
所

か
ら
Ｗ
Ｈ
Ｏ(

世
界
保
健
機
関)
の
飲
料
水
水
質
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン(

一
ｌ
中
〇
・
〇
〇
〇
三

mg)

を
一
・
二
倍
上
回
る

〇
・
〇
〇
〇
三
六

mg
／
ｌ
が
検
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
柴
崎
浄
水
所
の
十
三
ヶ
所
の
水
道
水
源
深
井
戸
を
調
査
し 

た
と
こ
ろ
、
そ
の
一
ヶ
所
か
ら
Ｗ
Ｈ
Ｏ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
約
十
八
倍
も
上
回
る
〇
・
〇
〇
五
三

mg
／
ｌ
が
検
出
さ

れ
、
同
対
策
本
部
は
直
ち
に
こ
の
井
戸
か
ら
の
揚
水
を
停
止
し
て
い
る
。
ま
た
、
愛
知
県
扶
桑
町
に
あ
る
尾
張
北

部
水
道
企
業
団
で
は
今
年
三
月
、
十
五
ヶ
所
の
水
道
水
源
用
井
戸
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
最
高
濃
度
〇
・
〇
〇
五

二

mg
／
ｌ
を
始
め
Ｗ
Ｈ
Ｏ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
上
回
る
井
戸
が
五
本
発
見
さ
れ
た
。
同
企
業
団
は
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
ガ
イ
ド 

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
に
よ
る
地
下
水
汚
染
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

ラ
イ
ン
に
基
づ
い
て
直
ち
に
三
水
源
の
取
水
を
停
止
し
ま
し
た
が
、
愛
知
県
を
通
じ
、
厚
生
省
に
問
い
合
わ
せ
た

結
果
に
基
づ
い
て
Ｗ
Ｈ
Ｏ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
三
倍
の｢

新
基
準｣

を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
県
水
に
よ
る
希
釈
措
置

を
と
り
六
月
か
ら
取
水
を
再
開
し
た
。 

そ
も
そ
も
各
地
で
、
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
よ
る
水
道
水
源
用
井
戸
の
汚
染
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
厚
生

省
通
知｢

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
に
よ
る
地
下
水
汚
染
に
つ
い
て
」
に
よ
る
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
汚
染
実
態
の

把
握
に
よ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
厚
生
省
通
知
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
環
境
庁
が
八
八
年
度
に
実
施
し
た
「
地

下
水
汚
染
実
態
調
査
結
果
」
で
あ
る
。
こ
の｢

調
査
結
果｣

で
は
、
三
種
類
の
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
い
ず
れ
も
検

出
率
が
高
く
、
ま
た
、
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
ｃ
ｉ
ｓ
―
一
、
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
Ｗ
Ｈ
Ｏ

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
Ｅ
Ｐ
Ａ(

米
国
環
境
保
護
庁)

基
準
値(
一
ｌ
中
〇
・
〇
〇
七

mg
）
を
超
え
る
も
の
が
み
ら
れ
、
地

下
水
汚
染
の
拡
大
が
懸
念
さ
れ
る
状
況
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
検
出
状
況
は
、

七
県
市(

宮
城
、
富
山
、
長
野
、
福
岡
、
熊
本
、
横
浜
市
、
京
都
市)

の
調
査
井
戸
三
百
五
十
九
本
中
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
ガ 

四 

 



 

一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
人
へ
の
影
響
は
、
環
境
庁
の
化
学
物
質
水
質
保
全
検
討
会
資
料
を
み
て
も
、

頭
痛
、
視
覚
障
害
、
疲
労
、
知
覚
神
経
障
害
、
肝
臓
障
害
が
あ
り
、
人
へ
の
発
が
ん
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
い 

 
 

る
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
発
が
ん
の
疑
い
の
あ
る
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン(

〇
・
〇
三

mg
／
ｌ
）
の
百
倍
厳
し

い
許
容
濃
度
と
し
て
い
る
。
通
産
省
資
料
の
製
造
輸
入
量
を
み
る
と
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
六
万
三
千
ト 

 

ン
）
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
十
一
万
七
千
ト
ン
）
は
、
八
九
年
の
水
濁
法
等
の
改
正
に
よ
る
規
制
で
減
少
し

て
い
る
が
、
何
ら
規
制
さ
れ
て
い
な
い
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
は
有
機
塩
素
系
溶
剤
一
、
一
、
一
―
ト
リ

ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
の
原
料
と
し
て
十
一
万
ト
ン
以
上
、
塩
化
ビ
ニ
リ
デ
ン
樹
脂(

ラ
ッ
プ
等)

の
原
料
と
し
て
五
万
ト 

イ
ド
ラ
イ
ン
を
超
過
し
た
の
が
三
十
八
本
（
一
〇
・
六
％
）
で
、
そ
の
最
高
濃
度
は
横
浜
市
か
ら
検
出
さ
れ
た
百

八
十
七
倍
の
〇
・
〇
五
六

mg
／
ｌ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
水
道
水
源
に
一
〇
〇
％
地
下
水
を
利
用
し
て
い
る
熊
本
市

が
、
今
年
六
月
行
っ
た
地
下
水
質
調
査
結
果
で
は
、
五
十
六
ヶ
所
中
十
ヶ
所
か
ら
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ 

 

ン
が
検
出
さ
れ
、
最
高
濃
度
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
二
百
三
十
三
倍
の
〇
・
〇
七

mg
／
ｌ
と
な
っ
て
い
る
。 

五 

 



 

今
日
の
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
よ
る
水
道
水
源
用
井
戸
や
地
下
水
の
深
刻
な
汚
染
は
、
半
導
体
工
場

が
大
量
に
使
用
し
て
い
る
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
有
機
塩
素
系
溶
剤
を
八
九
年
十
月
の
水
濁
法
、
廃
棄
物
処

理
法
等
に
よ
る
有
害
物
質
と
し
て
規
制
す
る
ま
で
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
汚
染
の
拡
大
を
見
過
ご
し
て
き
た
結
果

で
あ
り
、
政
府
と
大
企
業
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
つ
い
て
は
、
我

が
国
で
は
い
ま
だ
に
水
質
基
準
さ
え
定
め
て
お
ら
ず
政
府
の
対
策
の
遅
れ
は
一
層
重
大
で
あ
る
。 

ン
弱
の
合
計
十
六
万
ト
ン
以
上
と
急
激
な
伸
び
を
示
し
て
い
る
。 

ま
た
、
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
よ
る
地
下
水
汚
染
の
経
路
は
、
さ
き
の
環
境
庁
の
化
学
物
質
水
質
保

全
検
討
会
の
「
調
査
結
果
」
に
よ
る
と
、
①
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
分
解
、
②
一
、

一
、
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
の
分
解
が
関
与
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。 

一
、
一
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
に
よ
る
水
道
水
源
用
井
戸
や
地
下
水
の
汚
染
源
の
解
明
と
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ 

レ
ン
等
の
排
出
規
制
の
強
化
や
汚
染
土
壌
の
除
去
等
の
対
策
は
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 

六 

 



 

一 

地
下
水
汚
染
機
構
の
究
明
と
水
道
水
源
用
井
戸
等
の
汚
染
実
態
調
査
の
公
表
に
つ
い
て 

1 

環
境
庁
の
八
八
年
度
地
下
水
汚
染
実
態
調
査
に
対
す
る
化
学
物
質
水
質
保
全
検
討
会
報
告
で
は
、
「
ジ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
よ
る
地
下
水
汚
染
に
つ
い
て
は
、
地
下
中
に
お
け
る
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
生
物
的

又
は
非
生
物
的
分
解
が
関
与
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
」
が
、
地
下
中
で
の
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
等
の
分
解
に
よ
る
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
生
成
機
構
が｢

未
解
明
の
部
分
も
多
い｣

と
し
て
い
る
。
熊

本
市
の
場
合
の
よ
う
に
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
検
出
値
が
一
・
七

mg
／
ｌ
の
湧
水
地
か
ら
〇
・
〇
七

mg
／
ｌ
と
い
う
高
濃
度
の
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
愛
知
県
扶
桑
町
の

よ
う
に
、
一
、
一
、
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
の
検
出
値
が
〇
・
〇
一
五

mg
／
ｌ
の
水
道
水
源
用
井
戸
か
ら

〇
・
〇
〇
五
二

mg
／
ｌ
と
い
う
高
濃
度
の
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
検
出
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ 

る
。
し
か
し
、
汚
染
機
構
が
未
解
明
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
発
生
源
の
原
因
者
責
任
の
特
定
を
困
難
に 

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

七 

 



 

2 

環
境
庁
は
、
八
八
年
度
に
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
が
比
較
的
に
多
く
検
出
さ
れ
て
い
る
七
県
市
に
委
託

し
、
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
地
下
水
汚
染
状
況
を
調
査
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等

の
地
下
水
汚
染
は
全
国
的
に
拡
大
し
て
お
り
、
既
に
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
が
高
濃
度
で
検
出
さ
れ
て
い

る
地
域
を
重
点
に
し
な
が
ら
も
全
国
的
な
実
態
調
査
が
必
要
で
は
な
い
か
。 

従
っ
て
、
政
府
は
、
飲
料
水
の
安
全
確
保
の
た
め
、
自
ら
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
て
本
格
的
な
調
査
を

行
い
、
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
よ
る
地
下
水
の
汚
染
機
構
を
早
急
に
解
明
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

し
て
い
る
。 

ま
た
、
環
境
庁
の
実
態
調
査
結
果
を
受
け
て
、
厚
生
省
は
八
九
年
十
二
月
、
水
道
事
業
、
水
道
用
水
供
給

事
業
及
び
専
用
水
道
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
三
物
質
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る

水
源
に
係
る
浄
水
の
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
測
定
を
指
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
水
道
水
源
用
井
戸
等
の

測
定
の
実
施
及
び
結
果
の
公
表
を
早
急
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

八 

 



 

二 
国
民
の
安
全
な
飲
料
水
を
確
保
す
る
た
め
の
対
応
に
つ
い
て 

水
質
調
査
の
結
果
、
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
汚
染
物
質
が
検
出
さ
れ
た
場
合
、
国
民
の
安
全
な

飲
料
水
を
確
保
す
る
た
め
に
よ
り
厳
格
な
対
応
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
東
京
都
多
摩
水
道
対
策
本
部
の
対
応

は
、
給
水
栓
水
か
ら
Ｗ
Ｈ
Ｏ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
上
回
る
〇
・
〇
〇
〇
三
六

mg
／
ｌ
の
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
が
検
出
さ
れ
、
水
源
井
戸
か
ら
〇
・
〇
〇
五
三

mg
／
ｌ
が
検
出
さ
れ
た
段
階
で
、｢

井
戸
の
値
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ

の
基
準
以
下
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
過
や
安
全
を
考
慮
し
て
給
水
栓
で
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
値
を

ク
リ
ア
ー
す
る
こ
と
を
基
本
と
し｣
給
水
栓
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
井
戸
か
ら
の
揚
水
を
直
ち
に
停
止
し
て

い
る
。
一
方
、
愛
知
県
扶
桑
町
の
尾
張
北
部
水
道
企
業
団
の
対
応
は
、
八
ヶ
所
の
水
源
中
最
高
濃
度
〇
・
〇
〇

五
二

mg
／
ｌ
を
始
め
三
ヶ
所
か
ら
Ｗ
Ｈ
Ｏ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
値
以
上
の
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
検
出
さ

れ
、
愛
知
県
の
指
導
を
受
け
三
ヶ
所
の
給
水
を
中
止
し
た
。
そ
の
後
、
愛
知
県
を
通
じ
厚
生
省
に
問
い
合
わ 

 

せ
、｢

Ｅ
Ｐ
Ａ
の
基
準
を
超
え
な
い
よ
う
に｣

と
い
う
回
答
を
も
と
に
、｢

自
主
基
準｣

の
〇
・
〇
〇
一

mg
／
ｌ
を 

九 

 



 

厚
生
省
は
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
知
見
が
八
四
年
と
古
く
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
基
準
の
知
見
が
八
七
年
と
新
し
い

の
で
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
基
準
を
適
用
す
る
と
し
て
い
る
が
、
厚
生
省
の
事
務
連
絡
文
書
も
示
し
て
い
る
と
お
り
、 

 

Ｗ
Ｈ
Ｏ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
「
発
が
ん
性
を
考
慮
し
て
〇
・
〇
〇
〇
三

mg
／
ｌ
と
い
う
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
値
を
設
定

し
て
い
る
」
も
の
で
あ
り
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
基
準
は
「
発
が
ん
性
の
評
価
に
お
い
て
グ
ル
ー
プ
Ｃ
（
ヒ
ト
に
対
し
て

発
が
ん
物
質
で
あ
る
可
能
性
を
も
つ
物
質
）
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
か
ら
一
般
毒
性
に
基
づ
い
た
〇
・
〇
〇 

 

七

mg
／
ｌ
と
い
う
値
を
定
め
て
い
る
。 

設
定
し
、
県
水
の
希
釈
措
置
等
も
講
じ
給
水
を
再
開
し
て
い
る
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
九
一
年
度
を
め
ど
に
現
在
の
四
十
四
項
目
を
百
六
項
目
に
す
べ
く
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
大
幅
見
直
し
を
図
っ
て
お
り
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
も
同
時
に
現
在
の
二
十
二
項
目
を
八
十
三
項
目
に
拡
大
す
べ
く

基
準
項
目
の
見
直
し
を
進
め
て
い
る
。 

従
っ
て
、
厚
生
省
が
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
全
く
当
て
に
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
な
ら
と
も
か
く
、
Ｗ 

一
〇 

 



 

三 

水
質
基
準
の
見
直
し
に
つ
い
て 

Ｈ
Ｏ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し
に
よ
る
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
確
定
値
が
示
さ
れ
る
ま
で
、
国
民

の
安
全
な
飲
料
水
を
確
保
す
る
た
め
、
東
京
都
多
摩
水
道
対
策
本
部
が
示
し
た
よ
う
な
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
基
準
値
で
の

指
導
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

厚
生
省
は
八
九
年
度
か
ら
三
ヶ
年
計
画
で
水
道
水
の
水
質
基
準
の
見
直
し
を
進
め
て
い
る
。
水
質
基
準
は
、

水
道
法
に
基
づ
い
て
現
在
二
十
六
項
目
に
つ
い
て
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
発
が
ん
性
が
疑
わ
れ
て
い
る

有
機
塩
素
系
溶
剤
の
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
や
水
道
水
中
で
塩
素
と
有
機
物
が
化
合
し
て
で
き
る
ト
リ
ハ
ロ

メ
タ
ン
等
は
暫
定
的
な
水
質
基
準
に
な
っ
て
お
り
、
百
種
類
以
上
も
使
用
さ
れ
て
い
る
ゴ
ル
フ
場
の
農
薬
も 

た
っ
た
の
二
十
一
種
類
に
暫
定
的
水
質
目
標
が
定
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
今
回
問
題
と
な
っ
て

い
る
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
は
何
ら
の
国
内
的
な
水
質
基
準
も
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。 

従
っ
て
、
今
回
の
水
質
基
準
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
基
準
の
見 

一
一 

 



 

四 

排
出
規
制
の
強
化
と
汚
染
土
壌
の
除
去
等
の
対
策
に
つ
い
て 

1 

環
境
庁
の
八
九
年
度
の｢
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
排
出
状
況
及
び
地
下
水
等
の
汚
染
状
況
に
つ
い
て｣

の
ま
と
め
を
み
る
と
「
な
お
管
理
目
標
を
超
過
す
る
事
業
場
が
み
ら
れ
る
ほ
か
、
地
下
水
に
つ
い
て
も
暫
定

水
質
基
準
を
超
え
て
い
る
井
戸
が
依
然
と
し
て
各
地
で
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
汚
染
が
周
辺
に
広
が
り
を 

も
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
熊
本
市
の
地
下
水
質
調
査
結
果
で
は
、
Ｉ
Ｃ
工
場

の
井
戸
の
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
八
五
年
度
〇
・
〇
二
四

mg
／
ｌ
だ
っ
た
も
の
が
、
九
〇
年
度
に
は
〇
・

一
六

mg
／
ｌ
と
水
道
水
の
暫
定
水
質
基
準
値(

〇
・
〇
三

mg
／
ｌ)

を
超
え
て
い
る
。
ま
た
、
ド
ラ
イ
ク
リ
ー 

直
し
と
も
あ
い
ま
っ
て
抜
本
的
な
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
発
が
ん
性
が
疑
わ
れ
て
い
る
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
や
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
で
発
が
ん
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
ゴ
ル
フ
場
の
農
薬
に
つ
い
て
も
水
質

基
準
を
明
確
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
に
つ
い
て
は
水
質
基
準
を
設

定
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

一
二 

 



 

2 

ま
た
、
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
は
、
「
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
生
物
的
又
は
非
生
物
的
分
解

が
関
与
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
に
も
地
下
水
か
ら
高
濃
度
で
検
出
さ
れ
て

お
り
、
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
単
独
で
汚
染
し
て
い
る
可
能
性
も
高
い
。
従
っ
て
、
塩
化
ビ
ニ
リ
デ 

ニ
ン
グ
店
の
井
戸
で
は
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
八
五
年
度
で
〇
・
三
九

mg
／
ｌ
だ
っ
た
が
、
九
〇
年

度
で
も
依
然
〇
・
二
六

mg
／
ｌ
と
暫
定
水
質
基
準
値(

〇
・
〇
一
mg
／
ｌ
ｌ)

を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
こ
の

状
況
は
、
八
四
年
に
厚
生
省
が
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
に
係
る
水
道
水
の
暫
定
水
質
基
準
を
設
定
し
、
環

境
庁
が
排
出
に
係
る
暫
定
指
導
指
針
を
設
定
し
、
排
出
抑
制
の
行
政
指
導
を
行
い
、
さ
ら
に
八
九
年
に
水
濁

法
等
を
改
正
し
有
害
物
質
と
し
て
の
規
制
を
行
っ
て
い
る
が
、
依
然
十
分
な
効
果
を
上
げ
て
い
な
い
こ
と
を

示
し
て
い
る
。 

従
っ
て
、
改
め
て
Ｉ
Ｃ
工
場
等
で
の
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
三
種
の
溶
剤
の
保
管
、
使
用
及
び
排
出
等

の
実
態
調
査
を
行
い
、
適
正
な
排
出
を
確
保
す
る
よ
う
指
導
を
強
化
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

一
三 

 



 

3 

通
産
省
の
資
料
に
よ
る
と
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
供
給
量
は
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
八
八
年

度
の
約
七
万
二
千
ト
ン
を
ピ
ー
ク
に
減
っ
て
お
り
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
も
八
九
年
度
約
十
一
万
七
千

ト
ン
と
減
少
し
て
い
る
が
、
一
、
一
、
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
は
八
八
年
度
約
十
三
万
八
千
ト
ン
に
対
し

て
八
九
年
度
約
十
六
万
四
千
ト
ン
と
激
増
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
は
、
水
濁
法
や
化
審
法
等
の
法
規
制
の
か

か
っ
た
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
か
ら
法
規
制
の
か
か
っ
て
い
な
い
一
、
一
、 

 

一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
に
需
要
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
、
一
、
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

の
使
用
量
の
増
大
は
、
一
、
一
、
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
の
濃
度
が
比
較
的
高
け
れ
ば
、
一
、
一
―
ジ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
高
濃
度
で
検
出
さ
れ
て
い
る
愛
知
県
扶
桑
町
の
よ
う
な
地
下
水
汚
染
が
一
層
拡
大
す
る
こ 

ン
樹
脂
や
一
、
一
、
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
を
製
造
す
る
た
め
に
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
を
使
用

し
て
い
る
化
学
工
場
等
の
保
管
、
使
用
及
び
廃
棄
等
の
実
態
調
査
を
行
い
、
適
正
な
使
用
を
指
導
す
べ
き
で

は
な
い
か
。 

一
四 

 



 

4 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
に
よ
る
地
下
水
汚
染
が
全
国
的
に
拡
大
し
て
い
る
な
か
、
汚
染
経
路
を
解
明
し

て
、
汚
染
原
因
を
早
急
に
取
り
除
く
こ
と
が
、
新
た
な
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
に
よ
る
汚
染
を
防

止
す
る
た
め
に
も
重
要
に
な
っ
て
い
る
。
熊
本
市
の
湧
水
地
で
〇
・
〇
七

mg
／
ｌ
と
い
う
高
濃
度
の
一
、 

 

一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
が
検
出
さ
れ
た
の
は
、
上
部
に
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
廃
油
が
投
棄
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
お
り
、
調
査
の
う
え
汚
染
土
壌
の
除
去
等
の
対
策
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
全
国
的 

従
っ
て
、
一
、
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
よ
る
地
下
水
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
も
、
一
、
一
、
一
―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
の
代
替
品
を
早
急
に
開
発
す
る
と
と
も
に
、
水
濁
法
等
の
有
害
物
質
に
指
定
し
排
出
の

規
制
強
化
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

と
に
な
る
。
ま
た
、
一
、
一
、
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン(

別
称
メ
チ
ル
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム)

は
、
今
年
六
月
の

オ
ゾ
ン
層
保
護
を
目
的
と
し
た
「
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
第
二
回
締
約
国
会
議
」
で
、
九
三
年
生
産
凍
結
、

二
〇
〇
五
年
全
廃
が
決
ま
っ
て
い
る
。 

一
五 

 



 

 

一
六 

に
も
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の
廃
油
の
不
法
投
棄
等
で
地
下
水
汚
染
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
問
題 

 
は
、
一
般
的
に
法
規
制
は
か
か
っ
て
い
て
も
、
具
体
的
な
工
場
や
投
棄
現
場
か
ら
の
汚
染
源
の
究
明
が
困
難

で
、
原
因
の
特
定
と
除
去
が
難
解
な
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
口
実
に
汚
染
源
の
究
明
を
回
避
し
て
い

る
面
も
あ
る
。 

従
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
汚
染
経
路
の
究
明
、
汚
染
を
防
止
す
る
立
場
か
ら
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し
、
具
体

的
に
汚
染
土
壌
の
除
去
、
地
下
水
の
汚
染
物
処
理
等
を
指
導
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

ま
た
、
汚
染
の
原
因
者
が
特
定
で
き
な
い
、
又
は
汚
染
物
を
長
期
間
放
置
す
る
こ
と
が
新
た
な
汚
染
拡
大

に
つ
な
が
る
と
し
て
汚
染
物
を
除
去
す
る
自
治
体
に
対
し
て
、
国
は
援
助
制
度
を
確
立
す
べ
き
で
は
な
い 

か
。 

右
質
問
す
る
。 


